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ら
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◆
国
民
年
金
の
任
意
加
入

　
川
内
社
会
保
険
事
務
所
で
は
、

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
の
午
前
８
時

３０
分
か
ら
午
後
５
時
ま
で
年
金
相

談
を
実
施
し
て
い
ま
す
が
、
左
記

の
日
は
時
間
を
延
長
し
、
ま
た
土

曜
日
に
事
務
所
を
開
庁
し
て
年
金

相
談
を
実
施
し
ま
す
。

�

ぜ
ひ
、
こ
れ
ら
の
日
を
利
用
し

て
ご
自
身
の
年
金
に
つ
い
て
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
県
内
の
ほ
か
の
社
会
保

険
事
務
所
で
も
実
施
し
て
い
ま
す
。

○
相
談
実
施
日

・
９
月
１０
日
（
土
）

　
※
午
前
９
時
３０
分
～
午
後
４
時

・
９
月
１２
日
（
月
）

・
９
月
２６
日
（
月
）

　
※
午
前
８
時
３０
分
～
午
後
７
時

○
お
問
い
合
わ
せ
先

　
川
内
社
会
保
険
事
務
所

　
　
　
５
２
７
６

◆
年
金
相
談

　
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
取
る
た

め
に
は
、
保
険
料
を
納
め
た
期
間

・
保
険
料
免
除
期
間
な
ど
の
合
計

が
、
２５
年
（
３
０
０
月
）
以
上
が

必
要
で
す
。

※
保
険
料
の
半
額
免
除
が
承
認
さ

　
れ
て
い
る
方
は
、
半
額
の
保
険

　
料
を
納
め
な
い
と
年
金
を
受
け

　
取
る
た
め
の
期
間
に
算
入
さ
れ

　
ま
せ
ん
。

�

年
金
を
受
け
取
る
た
め
に
必
要

な
資
格
期
間
が
足
り
な
い
場
合
や

年
金
額
を
満
額
に
近
づ
け
た
い
場

合
は
、
６０
歳
か
ら
６５
歳
ま
で
任
意

加
入
し
て
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

※
昭
和
４０
年
４
月
１
日
以
前
に
生

　
ま
れ
た
方
で
、
受
給
資
格
期
間

　
が
足
り
な
い
場
合
に
限
り
、
さ

　
ら
に
６５
歳
か
ら
７０
歳
ま
で
任
意

　
加
入
で
き
ま
す
。

�

申
請
し
た
月
か
ら
加
入
で
き
ま

す
の
で
、
印
鑑
を
持
っ
て
町
民
係

で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ
先

�

町
民
課
町
民
係

�

　
　
１
１
１
１
内
線
２
１
２
５

◆
交
通
災
害
共
済
制
度

　
こ
の
制
度
は
、
年
間
５
０
０
円

の
安
い
掛
け
金
で
、
も
し
交
通
事

故
に
あ
っ
た
時
、
被
害
者
や
そ
の

遺
族
を
救
済
し
、
明
る
い
社
会
生

活
を
守
ろ
う
と
す
る
制
度
で
す
。

�

手
続
き
は
、
難
し
い
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
お
気
軽
に
総

務
課
交
通
防
災
係
（
　
　
１
１
１

１
内
線
２
２
１
５
）
へ
お
問
合
せ

下
さ
い
。
な
お
、
こ
の
制
度
に
は

い
つ
で
も
加
入
で
き
ま
す
。

○
対
象
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

・
自
転
車
で
走
行
中
、
バ
ラ
ン
ス

　
を
崩
し
転
ん
で
ケ
ガ

・
電
動
シ
ニ
ア
カ
ー
で
道
路
の
側

　
溝
に
落
ち
て
ケ
ガ
　
　
　

・
バ
イ
ク
で
走
行
中
、
道
路
の
砂

　
利
で
滑
っ
て
転
ん
で
ケ
ガ

・
自
転
車
や
バ
イ
ク
が
走
っ
て
き

　
て
ぶ
つ
か
っ
て
ケ
ガ
　

・
自
動
車
や
バ
イ
ク
な
ど
に
よ
る

　
自
損
事
故
　
　
　
　
　
　

※
車
同
士
の
衝
突
事
故
や
追
突
事

　
故
な
ど
大
き
な
人
身
事
故
の
他

　
に
も
７
回
以
上
通
院
さ
れ
れ
ば

　
見
舞
金
支
払
の
対
象
に
な
る
こ

　
と
が
あ
り
ま
す
。

※
請
求
は
事
故
発
生
日
か
ら
２
年

　
以
内
で
す
。

今年は国勢調査の年です
　　　ご協力をお願いします

　国・県及び町では，１０月１日に平成１７年国勢

調査を行います。統計法に基づいて行われる国勢調

査は，人口や世帯についての基本的な統計調査で，

日本に住んでいるすべての人が対象となります。

　９月下旬から１０月上旬にかけて，国勢調査員が

皆さんのお宅へ，調査票の配付と受け取りに伺いま

す。国勢調査員をはじめとする調査関係者には，守

秘義務があり，調査内容の秘密は保護されます。

○お問い合わせ先

　企画広報課広報統計係

　　　５３－１１１１　内線２２２３

◆
無
料
法
律
・
登
記
・
税
務

　
　
　
　
　
　
　
　
相
談
所
開
設

　
県
司
法
書
士
会
、
県
土
地
家
屋

調
査
士
会
、
南
九
州
税
理
士
会
鹿

児
島
県
連
合
会
で
は
、
１０
月
１
日

「
法
の
日
」
の
記
念
事
業
と
し
て

無
料
法
律
・
登
記
・
税
務
相
談
所

を
開
設
し
ま
す
。

○
日
時
　
１０
月
１
日
（
土
）

　
　
　
　
午
前
１０
時
～
午
後
４
時

○
場
所
　
鶴
田
中
央
公
民
館

○
相
談
内
容

・
土
地
建
物
の
登
記
に
関
す
る
事

　
項

・
土
地
の
地
積
、
分
筆
、
測
量
、

　
境
界
に
関
す
る
事
項
　

・
会
社
の
登
記
に
関
す
る
事
項

・
所
得
税
、
贈
与
税
、
相
続
税
、

　
そ
の
他
税
務
一
般
に
関
す
る
事

　
項

・
遺
言
な
ど

・
裁
判
手
続
き
や
裁
判
所
に
提
出

　
す
る
書
類
の
相
談
な
ど

・
消
費
者
金
融
問
題
、
架
空
請
求

　
問
題
な
ど

※
県
司
法
書
士
会
で
は
、
１０
月
１

　
日
か
ら
７
日
ま
で
、
会
員
の
各

　
司
法
書
士
事
務
所
で
も
相
談
を

　
受
け
付
け
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ
先

　
県
司
法
書
士
会

　
　
０
９
９-

２
５
６-

０
３
３
５

５３２２

５３

国勢調査２００５


